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聖籠町訓令第１号  

聖籠町老人医療事務取扱細則の一部を改正する訓令を次のように定

める。  

 令和元年１１月１３日  

聖籠町長 西脇 道夫  

聖籠町老人医療事務取扱細則の一部を改正する訓令  

 聖籠町老人医療事務取扱細則（昭和５８年聖籠町訓令第２号）の一

部を次のように改正する。  

様式第１号から様式第５号の２を次のように改める。  
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 様式第５号の５を次のように改める。  
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 様式第６号から様式第１２号の３を次のように改める。  
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 様式第１３号及び様式第１４号を次のように改める。  
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附 則  

 （施行期日）  

１ この訓令は、公示の日から施行する。  

 （経過措置）  

２ この訓令の施行の際現に使用しているこの訓令による改正前の聖

籠町老人医療事務取扱細則様式第１号から様式第５号の２、様式第

５号から様式第１２号の３、様式第１３号及び様式第１４号は、当

分の間、これを取り繕って使用することができる。  


